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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成20年11月12日に提出した第103期第２四半期（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期報告書

記載の一部に訂正すべき事項があったため、これを訂正するための四半期報告書の訂正報告書を提出するものである。

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

　１　株式等の状況

　　（２）新株予約権等の状況

３【訂正箇所】
訂正箇所は　　で示している。



第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】

（２）【新株予約権等の状況】

（訂正前）

　　  ③　平成20年６月27日取締役会決議

 第２四半期会計期間末現在

  （平成20年９月30日） 

 新株予約権の数（個） 243

 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数（株） 243,000

 新株予約権行使時の払込金額（円） 1

 新株予約権の行使期間
自　平成20年７月14日

至　平成45年７月13日 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 発行価格   　　 　　　 326 

 行価格及び資本組入額（円） 資本組入額 　　  　　　163

　上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の

取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌

日（以下権利行使開始日）から８年間に限り権利を行使

 新株予約権の行使の条件 することができる。ただし、新株予約権者が平成44年７

月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、

平成44年７月14日から平成45年７月13日の期間内に限り

権利行使することができる。

 新株予約権の譲渡に関する事項
  譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取

締役会の決議による承認を要する。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※１    

 ※１  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

 　    上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点

 　    において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

 　    場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

 　    う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

 　    象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

 　    合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めること

 　    を条件とする。



（訂正後）

　　  ③　平成20年６月27日取締役会決議

 第２四半期会計期間末現在

  （平成20年９月30日） 

 新株予約権の数（個） 243

 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数（株） 243,000

 新株予約権行使時の払込金額（円） 1

 新株予約権の行使期間
自　平成20年７月14日

至　平成45年７月13日 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 発行価格   　　 　　　 327 

 行価格及び資本組入額（円） 資本組入額 　　  　　　164

　上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の

取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌

日（以下権利行使開始日）から８年間に限り権利を行使

 新株予約権の行使の条件 することができる。ただし、新株予約権者が平成44年７

月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、

平成44年７月14日から平成45年７月13日の期間内に限り

権利行使することができる。

 新株予約権の譲渡に関する事項
  譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取

締役会の決議による承認を要する。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※１    

 ※１  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

 　    上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点

 　    において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

 　    場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

 　    う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

 　    象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

 　    合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めること

 　    を条件とする。



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年6月19日

【会社名】 宇部興産株式会社

【英訳名】 Ube Industries,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　田村　浩章

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役　専務執行役員　　竹下　道夫

【本店の所在の場所】 山口県宇部市大字小串1978番地の96

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

証券会員制法人福岡証券取引所

（福岡市中央区天神二丁目14番２号）



　１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】
　当社代表取締役社長田村浩章及び最高財務責任者竹下道夫は、当社の第103期第２四半期（自平成20年７月１日至

平成20年９月30日）の四半期報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていること

を確認した。

　２【特記事項】
　特記すべき事項はない。
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